
特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コース） 

助成内容 

概要 

障害者雇用の経験のない中小企業（障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数４

５．５～３００人の中小企業）が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇

用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図

ることを目的としています。 

主な受給要件 

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 

1. (1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が４５．５人～３００人の事業主

であること。 

2. (2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者（以下「対象労働者」とい

います。）を雇い入れ、１人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算し

て３か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数（※）が障害者雇用促

進法第４３条第１項に規 定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率

を達成すること。 

3. (3)１人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去３年間に、対象労働者

について雇用実績がない事業主であること。 

• ※短時間労働者（週の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の者を言いま

す。）として雇い入れる場合は２人（重度身体障害者又は重度知的障害者を短

時間労働者として雇い入れる場合は１人）で１人分としてカウントされます。 

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、

詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。 

受給額 

１２０万円 

 

お問い合わせ先（支給申請窓口） 

 

労働局 ・ ハローワーク・ 

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

